
■取手市の取り組み 

 気候非常事態宣言の４つの方針に対する取り組みを方針ごとにご紹介します。 

 

１）宣言の普及啓発、４Ｒ行動の推進、再生可能なエネルギーの推進 

・広報紙、ホームページによる情報提供及び普及啓発 

・出前講座・環境教室、高等学校における環境学習 

・３Ｒ行動の推進（宣言後は「４Ｒ行動」の推進） 

・生ごみ処理機等購入補助金 

・防災拠点となる公共施設への太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入 

・クールチョイス（賢い選択）の取り組み普及啓発 

 

２）2050年の二酸化炭素排出量を実質ゼロ 

・緑のカーテン講習会 

・公共施設への「緑のカーテン」の設置 

・市民・事業者等へ「緑のカーテン」設置の普及啓発活動及び情報提供 

・市有建築物の新築及び改修時におけるＬＥＤ化の推進 

・エコドライブについての普及啓発及び講習会の実施 

 

３）風水害に強いまちづくり 

・過去の氾濫実績、重要水防箇所等の洪水関連情報の一般公開 

・市民へのハザードマップの配布 

・複合災害を想定した防災訓練の実施 

 

４）同じ志を持つ方々と手を結び、広く連携する 

・自然観察や農業・里山保全の体験、ごみ処理施設など環境に関わる施設 

見学会等の開催 

・市民・団体等における環境学習講座への講師派遣等の支援 

・マイバッグ運動等のごみ減量・リサイクルの普及啓発活動 

・小売店舗への「エコ・ショップ」認定制度 

 

■現在予定されている活動 

 ・懸垂幕・横断幕やのぼり旗等による普及啓発および街頭キャンペーン 

・「広報とりで」・政策情報紙「蘖（ひこばえ）」・公式ホームページへの掲載 

 ・地球温暖化防止実行計画の策定 

・庁内プロジェクトチームによる施策検討と施策・目標の決定 

・環境啓発動画の作成とウェブへの公開 

・小・中学校での環境教育の実施（小中学生向け動画教材の作成・配信） 


